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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行するため、当社が営むプロセス・テクノロ

ジー事業を、吸収分割の方法により当社の完全子会社であるブリッジプロセステクノロジー株式会社（旧：ClieXito

株式会社。以下「承継会社」といいます。）に承継させること（以下「本吸収分割」といいます。）、及び、当社が

営むアウトソーシング事業を、新設分割の方法により新たに設立する会社（以下「新設会社」といいます。）に承継

させること（以下「本新設分割」といいます。）を決議し、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開

示に関する内閣府令第19条第２項第７号及び第７号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

今般、当社は、2025年６月４日開催の取締役会において、本吸収分割及び本新設分割の効力発生日を変更すること

を決議し、同日付で、吸収分割契約の変更に関する覚書を締結するとともに、新設分割計画変更書を作成いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

(１)本吸収分割に関する事項

③　本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

ｃ　その他の吸収分割契約の内容

i)　本吸収分割の日程

 
(２)本新設分割に関する事項

②　本新設分割の方法、本新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容

ｃ　その他の新設分割計画の内容

i)　本新設分割の日程

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　線を付して表示しております。

(１)本吸収分割に関する事項

③　本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

ｃ　その他の吸収分割契約の内容

i)　本吸収分割の日程

（訂正前）

2025年２月14日 吸収分割契約を承認する取締役会決議

2025年２月14日 吸収分割契約の締結

2025年７月１日（予定） 吸収分割の効力発生日
 

（注）本吸収分割は、当社においては、会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割に該当し、承継会社におい

ては、会社法第796条第１項に定める略式吸収分割に該当するため、いずれも吸収分割契約承認の株主総

会を経ずに行います。

 
（訂正後）

2025年２月14日 吸収分割契約を承認する取締役会決議

2025年２月14日 吸収分割契約の締結

2025年６月４日 吸収分割契約の変更に関する覚書を承認する取締役会決議

2025年６月４日 吸収分割契約の変更に関する覚書を締結

2025年10月１日（予定） 吸収分割の効力発生日
 

（注）本吸収分割は、当社においては、会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割に該当し、承継会社におい

ては、会社法第796条第１項に定める略式吸収分割に該当するため、いずれも吸収分割契約承認の株主総

会を経ずに行います。
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(２)本新設分割に関する事項

②　本新設分割の方法、本新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容

ｃ　その他の新設分割計画の内容

i)　本新設分割の日程

（訂正前）

2025年２月14日 新設分割計画を承認する取締役会決議

2025年７月１日（予定） 新設分割の効力発生日
 

（注）本新設分割は、当社において、会社法第805条に定める簡易新設分割に該当するため、新設分割計画承認

の株主総会を経ずに行います。

 
（訂正後）

2025年２月14日 新設分割計画を承認する取締役会決議

2025年６月４日 効力発生日変更後の新設分割計画を承認する取締役会決議

2025年10月１日（予定） 新設分割の効力発生日
 

（注）本新設分割は、当社において、会社法第805条に定める簡易新設分割に該当するため、新設分割計画承認

の株主総会を経ずに行います。

 
以　上
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